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【資料４】



１．社会保険の加入促進対策の強化について

２．女性の更なる活躍の推進について

３．適正な工期の設定等への取組みについて
（１）公共工事の諸課題に関する意見交換会のフォローアップ会議の実施
（２）公共建築工事に係る意見交換会の実施

日建連における
最近の人材確保・育成策について

平成２６年２月１２日
（一社）日本建設業連合会



第１ 適正な受注活動の徹底 発注者との契約において、適正価格での受注、適正工期の確保、適正な契約条件の確保を徹底。

第２ 受注時における適正な法定福利費の確保 発注者に対して、法定福利費を適正に計上した金額による見積及び契約締結を徹底。

第３ 社会保険加入の徹底
（１）一次下請企業に対して、企業単位及び労働者単位で社会保険への適正な加入を指導。契約後に加入を確認・指導。
（２）二次以下の下請企業に対して、一次下請企業等を介し、企業単位及び労働者単位で社会保険への適正な加入を確認・指導。

第４ 元下契約等における適正な法定福利費の確保
（１）法定福利費の内訳明示
①元下契約に際し、一次下請企業に対して標準見積書等を提出させることにより、法定福利費の内訳明示を徹底。
②一次下請企業に対して、再下請負契約に際し、二次以下の下請企業に、法定福利費の内訳明示を徹底するよう指導。
（２）適正な法定福利費の確保
①一次下請企業について、提出された法定福利費を内訳明示した見積書を受領し、これを尊重したうえで法定福利費を適正に確保した元下契約を締結。

②一次下請企業に対して、二次以下の下請企業から提出された法定福利費を内訳明示した見積書を受領し、これを尊重したうえで、法定福利費を適正に確保
した再下請負契約を締結するよう指導。

第５ 雇用と請負の明確化（偽装請負の排除）
（１）一次下請企業に対して、平成３０年度までに再下請負契約について原則二次まで（設備工事は三次下請まで）とするよう指導。
（２）偽装請負の排除について
①元下契約に際し、一次下請企業に対して偽装請負など職業安定法や労働者派遣法等に違反しないことを徹底するよう指導。
②一次下請企業に対し、再下請負契約に際し、二次以下の下請企業が偽装請負など職業安定法や労働者派遣法等に違反しないことを徹底するよう指導。

第６ 社会保険未加入企業の排除
（１）平成２７年度以降、元下契約に際し、社会保険への適正な加入をしていない下請企業と契約を締結しないことを徹底。

（２）平成２８年度以降、一次下請企業に対して、再下請負契約に際し、社会保険への適正な加入をしていない二次以下の下請企業と契約を締結しないことを徹底
するよう指導。

第７ 行政に対する要請
①加入しやすい社会保険制度の整備 ②建設業許可・更新時に社会保険加入指導を徹底 ③専門工事業者に対する社会保険加入指導をさらに徹底
④専門工事業者に対して法定福利費を内訳明示した見積書の理解と浸透を図るとともに簡便な法定福利費の算出方法を作成し指導 ⑤就労管理システムの構築

第８ 適用 本要綱は、平成２７年４月１日から適用。

○ 日建連では、担い手確保・育成対策の一環として、社会保険の加入促進対策について、平成２９年度以降に工事現場における全ての労働者が社会保険

に適正に加入していることを目標に、新たに「社会保険加入促進要綱」及びその実施要領を策定（実施要領は策定中）し、これまでの取組をさらに加速。

○ 社会保険への加入を促進するためには、行政、元請企業、下請企業等の関係者が一体となってそれぞれの役割を果たすことが肝要。日建連会員企

業は、建設業界のリーディングカンパニーとして、足並みをそろえ本要綱に基づき積極的に取組む。

要綱のポイント

1

１．社会保険の加入促進対策の強化について



２．女性の更なる活躍の推進について

○ 日建連では、女性活躍推進に向けた取組みとして、女性技術者・女性技能者の比率を引き上げていくなどの数値目標の設定や、そのための現場環

境の整備に向けたマニュアルづくりを進めている。

○ 建設業界における女性の更なる活躍促進を持続的な取組みとしていくため、女性技術者・女性技能者の愛称「けんせつ小町」及びそのロゴマークを

策定し、その普及と定着を図っていく。

平成２５年１１月 ５日
「第３回経済の好循環実現に向けた政労使会議」にて、中村会長から「建設現場で女性の力の活用
を図るため対策を早急に講じたい」と発言

同 １２月 ６日 「女性技能者活躍促進専門部会」を設置

平成２６年 ３月２０日
「女性技能労働者活用方策」及び「女性技能労働者活用のためのアクションプラン」
を決定

同 ８月 ５日 女性を主体とする「なでしこ工事チーム」の登録制度を設置

同 ８月２２日 「もっと女性が活躍できる建設業を目指して―日建連の決意―」を決定

同 １０月２０日 建設業で活躍する女性技術者・技能者の愛称を募集し「けんせつ小町」と決定

同 １２月１６日 女性活躍推進フォーラムの開催（大阪）

平成２７年 １月２２日 「けんせつ小町」のロゴマークを決定

同 ３月 (予定) 女性が働きやすい現場環境を整備するためのマニュアルの作成（予定）

日建連における女性活躍推進に向けた取組み

女性技術者・女性技能者の数値目標
・女性技能者 ：５年以内に倍増

・技術系女性社員の比率：５年間で倍増、１０年間で１０％程度に引き上げ

・女性管理職 ：５年間で倍増、１０年間で３倍程度に引き上げ、将来的には女性管理職の割合を３割

いくムーブメントをつくっていきたい。

女性技術者・女性技能者の愛称「けんせつ小町」
・ストレートに「建設」と、美しく聡明な女性を表現した「小町」の組み合わせは、解りやすく、
時代に左右されない愛称。「けんせつ」をひらがな表記とし柔らかい雰囲気と親しみやすさを表

現。

ロゴマーク
・建設業では、Ｑ（品質）Ｃ（費用）Ｄ（工程）Ｓ（安全）Ｅ（環境）という、それぞれ５つの重要
なファクターで女性が活躍しており、この５つをヘルメットとして花弁に見立てて表現。

～今後の展開～
積極的にＰＲし、社会に対し幅広く普及・定着を図ることによって、女性の更なる活躍を促進して
いくムーブメントをつくっていきたい。

太田国土交通大臣への「けんせつ小町」の報告
（平成26年10月28日）

ロゴマーク

チームなでしこ外環田尻 東京外環自動車道田尻工事

Ａ・Ｋ・Ｂ・Ｐなでしこチーム 秋葉原オフィスプロジェクト新築工事

桜スフィダンテ 桜上水ガーデンズ新築工事

チーム晴海女子 (仮称)晴海三丁目西地区Ａ２・Ａ３街区計画新築工事

杏林KOMACHI 杏林大学井の頭キャンパス新築工事

たけのこ女子 公江記念講堂耐震補強工事

日建連「なでしこ工事チーム」 ２３チーム活躍中 （Ｈ27.1）
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検討テーマ

１．工程表、クリティカルパスの受発注者間の共有体制の構築

・試行工事では、受発注者間で問題意識が共有されることから、対応の迅速化につながり、

工程管理の円滑化に大きく寄与。特に複数のクリティカルパスが存在する複雑な工事では

より効果的。

２．公共工事における適正な工期確保のための仕組みづくり

・完全週休２日を目指しつつ、実情を踏まえて、休暇取得しやすい段階的な環境整備が必要。

３．適正な工期の設定等への取組みについて
（１）公共工事の諸課題に関する意見交換会のフォローアップ会議の実施

○ 日建連では、毎年５月から６月にかけて、国土交通省地方整備局及び北海道開発局との共催により「公共工事の諸課題に関する意見交換会」を全国

９地区にて開催。 意見交換会の中で、担い手確保への対応として議論された、適正な工期の設定及び工程管理等の課題について、国土交通省と

事務レベルのフォローアップ会議を設置。

○ フォローアップ会議では、工程表、クリティカルパスの受発注者間の共有体制の構築や、週休２日の徹底等による公共工事の適正な工期確保のため

の仕組みづくりなどについて議論、成果を３月までにとりまとめる予定。

第1回 Ｈ26.7.30 第3回 Ｈ27.1.26

第2回 Ｈ26.10.27 第4回 Ｈ27.3（予定）

フォローアップ会議開催状況

意見交換会の体制

・全体会 ：検討事項全般についての意見交換及び取りまとめ

・施工分科会 ：適正な工期の設定 等

・積算分科会 ：適正な利潤の確保 等

・入札契約分科会：多様な入札契約方式 等

（２）公共建築工事に係る意見交換会の実施について

○ 日建連では、国土交通省官庁営繕部との意見交換会を今年度から新たに開催。公共建築工事の円滑な施工確保対策について、現状と課題の認識

を共有し、今後も意見交換会を継続していく。

○ 意見交換会には、各テーマに合わせた分科会として 「施工分科会」 等を設けて、適正な工期の設定等について検討している。

施工分科会 第1回 Ｈ26.10.31 第2回 Ｈ27.1.20

積算分科会 第1回 Ｈ26.11.19 第2回 Ｈ27.2.5

入札契約分科会 第1回 Ｈ26.11.28 第2回 Ｈ27.1.29

各分科会の開催状況



建設業の総合的な人材確保・育成対策の取組

平成26年7月23日
将来の地域建設産業の担い手確保・育成検討WG開催

平成26年8月4日
労働委員会開催

平成26年8月

「将来の地域建設産業の担い手確保・育成のための行動指針」
策定のためのアンケート

平成26年9月
女性職員の在職及び採用状況調査

平成26年10月
ブロック会議・地域懇談会にて意見交換

平成26年11月4日
女性の活躍応援フォーラム

「将来の地域建設産業の担い手確保・育成のための行動指針」

「建設業における女性の活躍の場の拡大へのロードマップ」

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

2
月

策
定

平成27年2月12日
一般社団法人 全国建設業協会

6
月

平成26年6月26日
建設産業活性化会議

中間とりまとめ

平成26年8月7日
建設産業活性化会議

建設業の総合的な人材確保・
育成対策工程表（第1弾）

平成26年8月22日
国交省と建設業5団体の会談
「もっと女性が活躍できる

建設業行動計画」

国交省、建設業5団体 全国建設業協会

平成27年1月13日
将来の地域建設産業の担い手確保・育成検討WG開催

3
月

1
月

平成27年2月12日
建設産業活性化会議

建設業の総合的な人材確保・
育成対策工程表（第2弾）
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ベ
ー
ス
）

【
地

域
ブ
ロ
ッ
ク
別

比
較

】

雇
用

保
険

の
加

入
割

合
は

、
・
大
都
市
部
を
含
む
「
近
畿
」
、
「
関
東
甲
信
越
」
、
「
九
州
」
、
「
東
海
」
で
は
、
低
く
な
っ
て
い
る
。

・
そ
の
他
の
「
中
国
」
、
「
北
海
道
」
、
「
東
北
」
、
「
北
陸
」
、
「
四
国
」
で
は
、
9割

前
後
の
高
い
加
入
率
と
な
っ
て
い
る
。

単
位
：
％ 93

.7
91

.5
89

.7
87

.6
86

.6

78
.2

69
.8

66
.5

57
.8

010203040506070809010
0

中
国

北
海

道
東
北

北
陸

四
国

東
海

九
州

関
東

甲
信

越
近

畿
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最近1年間の職員採用状況
（男女比率）

最近1年間に採用した
女性の職種

最近1年間の職員採用状況

在職女性職員の職種

16.7%

2.9%

80.3%

0.1%

技術者 技能者

事務職 その他

57.6%42.4%

採用した 採用していない

女性職員の在職及び採用状況調査結果

在職者の男女比率

一般社団法人 全国建設業協会

32,658人

6,558社

87.6%

12.4%

全体

263,050人

96.5%

3.5%

技術者（60.0%）

97.6%

2.4%

技能者（15.3%）

58.5%

41.5%

事務職（24.7%）

男性 女性

153,933人

39,212人 63,212人

調査期間：9月1日の状況について9月～10月にかけて行った。
調査対象：47都道府県建設業協会会員企業（19,530社）
回 収 率：38協会7,081社より回答があった／回収率は36.3％

概
要

18,235人

14.3%

85.7%

女性 男性

15.3%

3.2%

81.5%

技術者 技能者 事務職者

2,590人

4



女
性

の
活

躍
応

援
フ
ォ
ー
ラ
ム

～
も
っ
と
女

性
が

活
躍

で
き
る
建

設
業

を
め
ざ
し
て
～

平
成

２
６
年

１
１
月

４
日

マ
ツ
ダ
ホ
ー
ル

日
本
再
興
戦
略

改
定
20

14
、
国
交
省
・
建
設
業
５
団
体
「
も
っ
と
女
性
が
活
躍
で
き
る
建
設
業
行
動
計
画
」
、
女
性
の
活
躍
の
新
法
改
定
の
動
き
を
踏
ま
え
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

厚
生

労
働

省
雇

用
均
等

・
児
童
家
庭
局

小
林

洋
子

雇
用

均
等

政
策

課
長

女
性
の
活
躍
推
進
が
求
め
ら
れ
る
社
会
的
背
景

・
人

口
減

少
→

女
性

の
力
が
必
要

・
女

性
の

就
業

率
の

向
上
・
女
性
の
活
躍
に
よ
る
経
済
効

果
は
今

後
2
0
年
で
G
D
P
2
0
%
増

・
少
子
化
と
日
本
人
の
働
き
方
と
の
関
係
：
子
育
て
と
働
き
方
を
巡
る
問
題
に
起
因

女
性

の
活

躍
の

現
状
と
課

題
・
M
字

カ
ー
ブ
（
復

職
後

は
非

正
規
雇

用
が

主
）

・
女

性
の

管
理

職
比

率
1
割

・
教

育
訓

練
育

成
に
向

け
た
訓
練

受
講

率
の

男
女

格
差

・
継
続
就
業
の
状
況

6
割
が
第
1
子
出
産
を
機
に
退
職

・
妊

娠
・
出

産
前

後
の
退

職
理
由

労
働
時
間
、
両
立
支
援

の
雰

囲
気

が
少

な
い

・
継
続
就
業
へ
の
影
響

仕
事
の
や
り
が
い
度

・
男
性
の
家
事
・
育
児
参
加
の
関
係

夫
の
平
日
の
家
事
育
児
時
間
が
長
い
ほ
ど
妻
の
継

続
就

業
が

延
び
第

2
子

以
降

の
出

生
割

合
が
高

い
・
長
時
間
労
働
の
問
題

特
に
男
性
が
高
い

・
求
職
者
は
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
重
視

・
昇

進
希

望
女

性
は
弱
い
状
況

理
由
は
仕
事
と
家
庭
の

両
立
が

困
難

し
か
し
、
女
性
活
躍
推
進
策
を
よ
り
多
く
実
施

し
た
企
業
ほ
ど
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、

職
場
の
活
性
化
効
果
あ
り
と
の
回
答

女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
現
行
施
策

・
継

続
就

業
仕

事
と
家

庭
を
両
立
し
や
す
い
環
境
整
備

・
女

性
が

色
々

な
職

種
、
役
職
で
活
躍
で
き
る
取
組
の
推
進

（
大

前
提

）
男

女
雇
用
機
会
均
等
法
、
育
児
・
介
護
休
業
法

、
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

・
新
し
い
法
律
を
作
る
動
き
（
1
0
年
間
の
時
限
立
法
）

事
業

行
動

計
画

3
0
1
人
以
上
の
企
業
は
義
務

中
小

企
業

は
努

力
義

務
行
動
計
画
策
定
指
針

・
女
性
の
積
極
的
採
用
、
配
置
、
教
育
訓
練
、
継
続
就
業
、

長
時
間
労
働
是
正
、
登
用
評

価
等

・
情
報
公
表
、
認
定
制
度
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
報
告
徴

収
、
助
言
指
導
、
勧
告

司
会

（
独

）
労

働
政
策
研
究
研
修
機
構

周
燕
飛

副
主
任
研
究
員

出
演

者
・
井

上
千
鶴
【
㈱
松
尾
工
務
店
】
神
奈
川

－
1
8
年
目

一
級
建
築
士
、
一
級
施
工
管
理
技
士

・
岩

崎
知

美
【
㈱
畔
蒜
工
務
店
】
千
葉

－
1
2
年
目

一
級
建
築
士

・
貞

廣
育

子
【
鹿
島
建
設
㈱
】
東
京

－
6
年
目

一
級
土
木
施
工
管
理
技
士
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
技
士

・
高

野
加

津
代
【
㈱
畔
蒜
工
務
店
】千

葉
－
2
5
年
目

一
級
建
築
士
、
現
場
監
督

・
谷

川
峰

子
【
㈱
松
尾
工
務
店
】
神
奈
川

－
3
0
年
ほ
ど

鉄
筋
一
級
技
能
士

・
中

條
真

奈
美
【
㈱
龍
田
】
瀧
田

－
1
9
年
目

床
貼
り
施
工
、
職
長

発
言

要
旨

・
入
職
動
機
：
偶
然
の
機
会
で
入
っ
た
場
合
も
あ
れ
ば
小
さ
い
時

の
夢

だ
っ
た
り
、
将
来

や
っ
て
み

た
い
と
い
う
興

味
等
様

々
・
現

場
の

状
況

：
現
場
の
女
性
は
少
な
い

ト
イ
レ
等
も
昔
に
比
べ
れ
ば
よ
く
な
っ
て
い
る

高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
で
は
も
っ
と
ト
イ
レ
が
必
要

・
男

性
と
仕

事
を
す
る
点

：
か

な
り
カ
バ

ー
し
て
く
れ
る

女
性

の
居

場
所

が
な
い
点
や

更
衣

室
、
ト
イ
レ
等
環
境
を
改
善
し
て
い
け
ば
い
い

・
女
性
の
入
職
促
進
：
先
入
観
が
世
の
中
に
あ
る
が
、
男
性
ば
か
り
の
職
場
で
働
く
こ
と
は

つ
ら
い
こ
と
で
は
な
い

・
継

続
就

業
：
ベ
テ
ラ
ン
か

ら
男

性
と
変

わ
ら
な
い
処

遇
若

者
か
ら

子
育
て
と
仕
事
の
両
立
の
不
安

周
囲
へ
迷
惑
を
狩
る
こ
と
の
不
安

・
子

育
て
と
仕

事
の
両
立

・
家
族
（
夫
の
家
事
育
児
）の

サ
ポ
ー
ト

・
育
児
休
業
制
度

・
復
帰
後
外
勤
か
ら
内
勤
な
ど
職
場
の
支
援
が
重
要

・
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
：
継
続
就
業
に
と
っ
て
重
要
、
夜
間
学
校
、
労
働
時
間
の
配
慮

・
さ
ら
に
女
性
が
活
躍
で
き
る
に
は

・
現
場
の
意
識
改
革

・
女
性
の
意
見
を
聞
い
て
少

し
ず
つ
そ
れ
を
改
善
し
て
い
く
努
力

を
示
す
こ
と

基
調

講
演

「
女

性
の

活
躍

促
進

に
つ
い
て
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

労
働

時
間

の
工

夫
・
改

革
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各
都
道
府
県
建
設
業
協
会
の
取
組
例

 

 
 

 
 

 
 

 
 
一
般
社
団
法
人

 栃
木
県
建
設
業
協
会

 
                 

  

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・出
前
講
座

 
現
場
見
学
会

 

意
見
交
換
会
・座
談
会

 

一
般
社
団
法
人

 静
岡
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 栃
木
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 大
阪
建
設
業
協
会

 
一
般
社
団
法
人

 兵
庫
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 埼
玉
県
建
設
業
協
会

 
一
般
社
団
法
人

 岩
手
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 富
山
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 石
川
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 福
井
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 
群
馬
県
建
設
業
協
会

 

マ
ス
コ
ッ
ト
、
ま
ん
が
、
カ
レ
ン
ダ
ー
配
布
を
通
じ
て
の
Ｐ
Ｒ

 

一
般
社
団
法
人

 新
潟
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 
京
都
府
建
設
業
協
会

 
一
般
社
団
法
人

 
北
海
道
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 岐
阜
県
建
設
業
協
会

 

一
般
社
団
法
人

 島
根
県
建
設
業
協
会

 
一
般
社
団
法
人

 熊
本
県
建
設
業
協
会
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第９回建設業活性化会議 資料 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年２月１２日 
 

一般社団法人 全国中小建設業協会 
 
  
 

 



 

平成 26 年度全国ブロック別意見交換会のまとめ 
１．目的等 
 
  平成 26 年６月に施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律（入契法）のいわゆる「担い手３法」の改正及び人材確保・育成対策に係る工程表等について会員団体とその会員企業に対し

て周知徹底を図るとともに、それぞれの地域の現状や問題点について生の声を聞き、会員が直面している課題や意見を行政に反映するこ

とを通じて問題解決を図ることを目的に実施した。 
  開催時期等は、10 月～12 月の間、７ブロック、８会場、１５会員団体 
 
２．開催地及び会員団体 
 

【東北】【関東①】【関東②】【中部】【近畿】【中国】【四国】【九州・沖縄】  
全中建岩手、東京都中小建設業協会、神奈川県中小建設業協会、横浜建設業協会、全中建南多摩、全中建茨城、全中建栃木、 
愛知県土木研究会、愛知県建築技術研究会、愛知県舗装技術研究会、東愛知建設業協会、福井地区建設業会、 
全中建広島県支部、香川県中小建設業協会、沖縄県中小建設業協会 

 
３．要望・意見 
 
  ・公共事業予算の長期的に安定した予算の確保 
  ・ダンピング排除  
  ・発注の平準化 
  ・歩切りの撤廃  

・設計労務単価の更なる引上げ 
  ・小規模工事に合った歩掛りの新設、施工パッケージ型積算の見直し 
  ・技術者資格取得要件の緩和 
  ・品確法に係る運用指針の趣旨の県市町村への周知徹底 



 

人材確保・育成対策等に係る実態調査結果（概要） 
 
○基本的事項 
有効回答数  １０８０社   回収率  ４５％ 
資本金    １千万円～５千万円未満   ７７％   
事業の業種  土木  ５３％、 土木・建築  ３９％  
従業員数   10 人～50 人 ５９％、 10 人未満 ２９％  
完成工事高  １億円～10 億円未満 ６３％、 10 億円～50 億円未満 ２２％ 

 
○社会保険加入状況  健康保険、厚生年金、雇用保険 （加入＋適用除外） 
会員企業の正規職員  
 技術者：９９％以上   技能者：９８％以上 
元請工事の現場で働く１次下請業者の正規職員 

  技術者：９１％以上   技能者：９１％以上 
 

○歩切りについて 
国及び都道府県においては、一部で歩切りの指摘があった。 
また、市町村においては、まだ比較的多く歩切りの指摘があった。 
国         ～５％程度     
都道府県      ～５％程度   
市町村      ～１０％程度 

 
 
 
 
 



 
○女性の活用状況 

女性職員の技術者・技能者を雇用している企業割合  ２２％ 
女子職員の年齢層  ３０～５０代 

 
○週休二日制の導入状況   

完全週休二日制  ２５％ 
隔週週休二日制  ４１％ 
月一週休二日制   ６％ 
未導入      ２４％ 

 
○重層下請について 

通常何次まで                       最大何次まで  
土木      建築                   土木      建築 

  １次下請け  ４４％     ２８％           １次下請け  ２９％     １８％ 
２次下請け  ４３％     ４４％           ２次下請け  ４５％     ３４％ 
３次下請け   ８％     ２２％           ３次下請け  ２１％     ３２％ 

４次下請け   ３％      ９％ 
 

  
 



建設産業活性化会議

（一財）建設業振興基金 提出資料

平成27年2月12日



建設産業担い手確保・育成コンソーシアムについて

○ 建設産業の担い手確保・育成について、実績、知見、能力を有し、今後の担い手確保・育成を推進していく意志を有
する者によるコンソーシアムを立ち上げ（26年10月）、地域における総合工事業団体、専門工事業団体、職業訓練校、
教育機関等による入職促進、定着、育成に資する事業を支援

○ 事業推進に当たっては「アクションプログラム」を策定し、建設業振興基金に設置された「担い手育成基盤整備基金
（ソフト事業分）」を活用し、地域連携ネットワークの構築に要する経費など平成２６年度から５ヶ年を目途に支援。

主な事業内容

○地域連携ネットワークの構築

（１）訓練プログラム・教材等の整備

・当面、入職前の若年者、初任者、工業高校等教員等を対象として、
ニーズに応じた訓練プログラム・教材等を整備（27年1月にＷＧを設置）

（２）講師の発掘・育成

・全国の講師情報を収集して講師ＤＢ（人材バンク）を構築し、関係者間
で共有、富士教育訓練センターで講師養成のための仕組みを整備

（３）人材確保・育成に関する情報収集・発信及び提案

・各地域における担い手確保・育成に資する優良事例の収集・情報発
信、人材確保・育成に資する取組の地域への提案等

（４）若年者の入職促進に向けた戦略的広報の推進

建設産業担い手確保・育成コンソーシアム

総合工事業団体、専門工事業団体、職業訓練校、教育機関、地方公共団
体等からなる地域連携ネットワークによる担い手確保・育成のための取組を
支援（平成26年度支援先として７件を26年12月に選定。27年度は新たに10
件程度選定（各ブロック1～2件程度））

○以下の取組を通じ、地域連携ネットワークの構築・充実を支援
１．教育訓練等基盤の充実・強化

２．各地域の職業訓練校間のネットワークの構築

富士教育訓練センターを中核とする各地域の職業訓練校間の情報交換、
相互協力、その他共同事業の展開等を推進
・各地域の職業訓練校で行っている講座等のＤＢを構築

・各地域の職業訓練校間の情報交換や相互協力を行うための「建設関連
職業訓練校等連絡会議」の立ち上げ（26年12月に第１回会合を開催）

10月29日に「第１回企画運営会議」を開催し、当面の活動方針として、
「建設産業担い手確保・育成アクションプログラム（第１版）」を決定。

1



2



「2級施工管理技術検定学科のみ試験」高校別の状況
（平成25年度：学校申込者）

【建築】 【電気工事】

3
※全体合格率は、社会人等を含む学科試験全受験者の合格率



建設業経理事務士特別研修 工業高校生向け開催実績

（回） （人）

4
※26年度は、2月末までの数値（3月に4級3開催を予定）


